
「岐阜県発注の週休２日制モデル工事実施要領」の改定概要 

 

岐阜県発注の週休２日制モデル工事実施要領について、それぞれ国の関係要領の改

定にあわせ、以下の改定を行うものである。 

 

【主な改定点】 

１ 農政部、県土整備部及び都市建築部発注工事については、「週単位の週休２日」、 

林政部については、「月単位の週休２日」の経費補正を追加する。 

 

２ 農政部、林政部、県土整備部及び都市建築部工事発注については、週単位又 

は月単位の週休 2 日の達成を前提として、以下の補正係数を乗じ、当初予定価 

格を算出する。 

 （１）農政部及び林政部 

   月単位の週休２日（現場閉所及び交替制） 

 （２）県土整備部及び都市建築部 

    週単位の週休２日（現場閉所及び交替制） 

 

【留意点】 

１ 農政部発注工事については、週休２日制(現場閉所及び交替制)の「週単位の 

週休２日」を達成する場合は、当初予定価格算出時の「月単位の週休２日」か 

ら「週単位の週休２日」の補正係数に変更し、変更契約を行う。 

 

２ 週休２日モデル工事(交替制)の達成状況の確認については、参考様式１及び 

参考様式２に記載の休日確保状況が確認できれば、受注者の「任意様式」によ 

る提出とすることができる。 
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